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ＪＡネットバンク利用規定新旧対照表 

（下線部分が変更箇所） 

改正後 現行 

ＪＡネットバンク利用規定 

 

1～13（略） 

 

14 パスワードの管理、セキュリティ等 

(1) 「ログイン ID」、「パスワード」は、重要な情報です。「ログイン ID」、「パスワード」は、生年月日

や電話番号、連続する文字数列の指定を避けたうえで、当組合の定める方法に基づき指定してくだ

さい。また、「ログイン ID」、「パスワード」については、第三者に知られないよう契約者の責任に

おいて厳重に管理するとともに、契約者以外の方に使用されることがないようにも厳重に管理して

ください。管理が不十分であったことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。

なお、当組合から契約者に「ログイン ID」、「パスワード」を直接尋ねることはありません。 

(2) 契約者は、一定期間毎の当組合所定の方法による「パスワード」変更等により、本サービスの取引

の安全性を確保・維持してください。 

(3) 本サービスの利用について当組合に登録された「パスワード」と異なる「パスワード」が連続して

入力され、当組合の任意に定める回数に達した場合には、その「パスワード」は無効となります。

この場合、既に依頼済みで当組合が処理していない振込・振替等の依頼は有効に存続するものとし

て取り扱います。「パスワード」を再設定する場合には、当組合所定の手続を行ってください。 

(4) 盗難・紛失等により、「ログイン ID」、「パスワード」など契約者に関する情報が第三者に知られた

場合、またはそのおそれがある場合には、契約者は当組合の所定の時間内にその旨を届け出てくだ

さい。当組合は、この届出の受付により本サービスの利用等を停止します。この場合、既に依頼済

みで当組合が処理していない振込・振替等の依頼は有効に存続するため、契約者は本サービスの利

用停止前に振込・振替等の依頼を確認のうえ、不正な振込・振替等の依頼は当組合所定の手続によ

り取消処理を行ってください（ただし、当組合が処理済みの振込・振替等の取消しはできませ

ん。）。なお、本サービスの利用を再開する場合には、当組合所定の手続を行ってください。 

(5) 不正に使用される恐れがあると当組合が判断した場合、お客さまに事前に通知することなく、本サ

ービスの利用を一時的に停止します。なお、本サービスの利用停止によって生じた損害について、

当組合は一切の責任を負いません。 

 

15～30（略） 

以上 

（2026年 4月 20日現在） 

ＪＡネットバンク利用規定 

 

1～13（略） 

 

14 パスワードの管理、セキュリティ等 

(1) 「ログイン ID」、「パスワード」は、重要な情報です。「ログイン ID」、「パスワード」は、生年月日

や電話番号、連続する文字数列の指定を避けたうえで、当組合の定める方法に基づき指定してくだ

さい。また、「ログイン ID」、「パスワード」については、第三者に知られないよう契約者の責任にお

いて厳重に管理するとともに、契約者以外の方に使用されることがないようにも厳重に管理してく

ださい。管理が不十分であったことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。な

お、当組合から契約者に「ログイン ID」、「パスワード」を直接尋ねることはありません。 

(2) 契約者は、一定期間毎の当組合所定の方法による「パスワード」変更等により、本サービスの取引

の安全性を確保・維持してください。 

(3) 本サービスの利用について当組合に登録された「パスワード」と異なる「パスワード」が連続して

入力され、当組合の任意に定める回数に達した場合には、その「パスワード」は無効となります。

この場合、既に依頼済みで当組合が処理していない振込・振替等の依頼は有効に存続するものとし

て取り扱います。「パスワード」を再設定する場合には、当組合所定の手続を行ってください。 

(4) 盗難・紛失等により、「ログイン ID」、「パスワード」など契約者に関する情報が第三者に知られた場

合、またはそのおそれがある場合には、契約者は当組合の所定の時間内にその旨を届け出てくださ

い。当組合は、この届出の受付により本サービスの利用等を停止します。この場合、既に依頼済み

で当組合が処理していない振込・振替等の依頼は有効に存続するため、契約者は本サービスの利用

停止前に振込・振替等の依頼を確認のうえ、不正な振込・振替等の依頼は当組合所定の手続により

取消処理を行ってください（ただし、当組合が処理済みの振込・振替等の取消しはできません。）。

なお、本サービスの利用を再開する場合には、当組合所定の手続を行ってください。 

（追加） 

 

 

 

15～30（略） 

以上 

（2025年 10月 1日現在） 

 

 

 


